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○
保
険
料
の
納
付
方
法

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
大
き
く
分
け

て
二
通
り
の
納
付
方
法
が
あ
り
、
町
か

ら
通
知
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
納
入
通
知
書
」
等
に
明
記
し
て
あ
り

ま
す
。

①
特
別
徴
収

　
（
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
自
動
的
に

引
き
落
と
し
）

②
普
通
徴
収

　
（
納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ
り
支
払

い
）

・
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
納
期
限
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
普
通
徴
収
の
場
合
は
、
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。

※
長
寿
医
療
制
度
は
平
成
20
年
４
月
に

始
ま
っ
た
制
度
で
す
。
以
前
に
国
民
健

康
保
険
税
等
の
口
座
振
替
の
手
続
き
を

さ
れ
て
い
た
方
も
改
め
て
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

○
保
険
料
の
納
付
方
法
の
変
更

　

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
さ
れ
る
方
は
、
申
出
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
）
か
ら
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
に
変
更
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

①
長
寿
医
療
制
度
の
資
格
取
得
以
前
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お
り
、
そ
の

保
険
税
を
確
実
に
納
付
し
て
い
た
方
（
本

人
）
が
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る
場

合②
被
保
険
者
（
年
金
収
入
が
１
８
０
万

円
未
満
の
方
）
に
代
わ
っ
て
連
帯
納
付

義
務
者
（
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
）
が

口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る
場
合

　

口
座
振
替
に
変
更
す
る
場
合
、
金
融

機
関
で
口
座
振
替
手
続
き
と
町
（
各
総

合
支
所
お
よ
び
出
張
所
）
で
保
険
料
納

付
方
法
変
更
申
出
書
の
提
出
が
必
要
で

す
。
変
更
申
出
の
時
期
に
よ
り
異
な
り

ま
す
が
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
引

き
落
と
し
）
の
中
止
ま
で
に
３
〜
４
か

月
か
か
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
の
納
付
方
法
を
変
更
し
て
も

年
間
保
険
料
額
は
変
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
）
さ
れ

て
い
る
方
に
つ
い
て
も
①
に
該
当
す
る

場
合
は
、
申
出
に
よ
り
納
付
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
に
係
る

　

社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
関
係
等

　

所
得
税
・
個
人
住
民
税
の
社
会
保
険

料
控
除
に
つ
い
て
は
、
居
住
者
が
、
各

年
に
お
い
て
、
自
己
ま
た
は
自
己
と
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族

の
負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
を
支
払
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
っ
た
人
に
社

会
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

本
年
4
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
長
寿

医
療
制
度
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ

の
保
険
料
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
保
険
料
を
支

払
っ
た
人
は
年
金
の
受
給
者
自
身
で
あ
る

た
め
、
そ
の
年
金
の
受
給
者
に
社
会
保
険

料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
と

社
会
保
険
料
控
除
等
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

長寿医療制度


